






考察 

四国各県の要精検者の管理はほぼ満足される状況になってきていると考えられたが,一部

に経過観察の不十分な例もあり,今後とも各管理病院と緊密な連絡をとり,精検およびその

後の管理の充実を図っていくことが大切である。 

また,クレチン症のダウン症候群合併例は,難治性下痢を伴い,T4 製剤では腸管吸収不全の

ために治療に苦慮した報告例もあり,よりきめの細かい観察が必要であると考えられた。 


